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令和６年度 第２回桜井市地域公共交通活性化再生協議会 

会議要旨 

 

1 日 時 

令和６年６月 20日（木）10:00～11:40 

 

2 場 所 

桜井市 本庁舎３階 災害対策本部室 

 

3 出席者 

   委員 12名（うち、代理出席 5名）、事務局（４名） 

 

4 会議の成立 

委員 15名中、12名出席で、委員の過半数が出席しており、桜井市地域公

共交通活性化再協議会規約第８条第２項の規定により会議が成立 

 

5 協議事項 

議事１ 桜井市地域公共交通計画の修正について 

議事２ 令和５年度事業報告について 

議事３ 地域公共交通計画認定申請について 

議事４ デマンド型乗合タクシー（多武峰）の運行内容変更について 

議事５ 地域公共交通の維持・確保に向けた調査検討事業について 

 

6 資料 

・出席者名簿 

・次第 

・資料１ 正誤表 

・資料２ 令和５年度事業報告 

・資料３ 地域公共交通計画別紙 

・資料４ 地域公共交通計画と補助事業の連動 

・資料５ デマンド型乗合タクシー（多武峰）の運行について 

・資料６ 桜井市デマンド型乗合タクシーご利用案内（多武峰地域） 

・資料７ 地域公共交通維持・確保に向けた調査検討事業 

 

  



2 

7 協議内容 

議事１ 桜井市地域公共交通計画の修正について （承認） 

 

議事２ 令和５年度事業報告について （承認） 

会長：令和９年度の目標値が適正かどうかはあると思うが、令和５年度において概ね達

成できたのではないかと思っている。 

事務局：目標値については、今後適宜見直しを行っていく。 

 

 会長：高齢者の運転免許自主返納については、5 千円相当の交通系 IC カードもしくは商

品券を交付する制度を設けており、警察にも周知に協力いただいていると聞いて

いる。これにより、高齢運転者による交通事故が減少すれば喜ばしい限り。 

 奈良県タクシー協会桜井部会： 

 最近は免許を自主返納する高齢者が増えてきたように感じる。 

 これに伴ってタクシーの利用も増えればありがたい。 

 

奈良県タクシー協会： 

  資料２の２ページ目、デマンド型乗合タクシーへの公的資金投入額の令和５年度の成

果が 2,005 円/人となっているが、４ページ目の利用実績の公費負担額では 2,199 円/人

となっている。どちらが正しいのか。 

 事務局：２ページ目の数字が誤っているので、2,005 円/人を 2,199 円/人に訂正をお願い

したい。また、１段下のデマンド型乗合タクシーの収支率も同様に、18.0％か

ら 17.1％に訂正をお願いする。 

 

議事３ 地域公共交通計画認定申請について （承認） 

奈良県タクシー協会： 

資料３のデマンド型乗合タクシーについて、①上之郷以外の地域を補助対象にはでき

ないのか、②２－（１）事業の目標は上之郷地域だけの数字なのか、また、③資料４

の交通モードの位置付けについて、市内の福祉タクシー事業者や台数はいくつあるの

かについてお聞きしたい。 

 事務局：①については、上之郷のみが補助対象となっている。運行 1 回につき利用者 2

人以上などの要件があり、他の地域はこれらの要件を満たさないため。 

     ②については、公共交通計画上の全体の数字を記載している。 

奈良運輸支局： 

この書類の書式としては、補助の対象となる系統に関する数字のみを記載することさ

れており、公共交通計画との整合が取れていれば、必ずしも数字を一致させなければ

ならないわけではない。 

事務局：計画認定申請にあたっては、上之郷地域に限定した数字に修正する。 

奈良運輸支局：また、１運行につき利用者２人という要件は、路線定期運行のもので、

今回の案件には該当しない。 
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会長：ただ今指摘のあった事項については、事務局に修正を一任する。 

事務局：改めて内容を整理し適宜修正を行う。③についても、改めて確認して後日報告

させていただく。 

会長：修正点などはあるが、本議案は一旦承認とさせていただいてよろしいか。 

 （異議なし） 

 

議事４ デマンド型乗合タクシー（多武峰）の運行内容変更について （承認） 

会長：事前にタクシー事業者との調整は済んでいるのか。 

事務局：済んでいる。 

奈良県タクシー協会桜井部会： 

ただ、変更ルートが火曜日のみというのが問題。利用者からよく問い合わせがあるの

で、その説明を地元に対してしっかり行ってほしい。 

事務局：現在の案内チラシは分かりづらいとの意見もいただくので、利用方法の周知な

どを含め、見せ方を工夫して周知を図っていく。 

 

議事５ 地域公共交通の維持・確保に向けた調査検討事業について （承認） 

奈良県：今回の OD 調査はバスの乗客のみが対象だが、沿線住民の意見はどのように考

えているのか。 

事務局：令和３年度に住民アンケートを実施しているので、その結果と併せて方向性を

検討していきたい。 

奈良県：沿線住民の意見を踏まえたニーズの把握をお願いしたい。 



 

令和６年度 第２回 桜井市地域公共交通活性化再生協議会 

 

次第 

 

日時：令和６年６月２０日（木） 午前 10時から 

場所：桜井市役所 本庁 ３階 災害対策本部室 

 

１． 開 会 

 

 

２． 挨 拶   会長 笹谷 清治 

 

 

３． 議 事 

 

１． 桜井市地域公共交通計画の修正について 

資料１ 正誤表 

 

２． 令和５年度事業報告について 

資料２ 令和５年度事業報告 

 

３． 地域公共交通計画認定申請について 

資料３ 地域公共交通計画別紙 

資料４ 地域公共交通計画と補助事業の連動 

 

４． デマンド型乗合タクシー（多武峰）の運行内容変更について 

資料５ デマンド型乗合タクシー（多武峰）の運行について 

資料６ 桜井市デマンド型乗合タクシーご利用案内（多武峰地域） 

 

５． 地域公共交通の維持・確保に向けた調査検討事業について  

資料７ 地域公共交通維持・確保に向けた調査検討事業 



日時：令和6年6月20日（木）　10：00～

場所：桜井市　本庁舎3階　災害対策本部室

所 属

桜井市 - 副市長 笹谷　清治

主席運輸企画専門官 鈴木　健

運輸企画専門官 内藤　信二

奈良県
県土マネジメント部
リニア推進・地域交通対策課

課長補佐 曽田　和弘

奈良県中和土木事務所 - 所長 渡邉　義明

奈良県桜井警察署 - 警部補 森口　大輔

桜井市社会福祉協議会 - 会長 福井　達郎

奈良県交通運輸産業労働組合協議会 - 事務局長 渡邊　英一

公益社団法人　奈良県バス協会 - 専務理事 井上　景之

奈良交通株式会社 乗合事業部 部長 大西　秀樹

一般社団法人　奈良県タクシー協会 - 専務理事 葛城　滝男

一般社団法人　奈良県タクシー協会桜井部会 - 部会長 辻　喜代一

近畿日本鉄道株式会社 大和八木駅 副駅長 川端　一志

出 席 者

団 体

職 ・ 氏 名

令和6年度　第2回　桜井市地域公共交通活性化再生協議会

近畿運輸局奈良運輸支局 企画輸送監査部門



正誤表 

 

桜井市地域公共交通計画（令和 5 年３月策定）において、一部誤りがありましたので、以下のとおり訂正してお詫びいたします。 

 

ページ 項目 誤 正 

40 8.目標及び成

果指標 

  

 

資料 1 

 



 

令和５年度事業報告等について 

 

○多武峰地域デマンド型乗合タクシーの運行 

 地元住民の要望を受け、1 年間の実証実験として令和 5 年 10 月よりデマンド

型乗合タクシーの運行を開始した。 

 

○コミュニティバスの運賃改定 

 令和 6 年 2 月より実施された奈良交通(株)の運賃改定を受け、コミュニティ

バスの運賃改定について検討した結果、競合区間などとの整合性を図るため、ま

た、運行経費の増加に対応するため令和 6 年 4 月より運賃改定を行うことに決

定した。 

 

○桜井市地域公共交通活性化再生協議会の開催 

第1回 令和5年6月26日(月) 

(1)令和４年度事業報告について  

(2)生活交通確保維持計画(地域内フィーダー系統確保維持計画)について 

 

第2回 令和5年8月10日(木) 

(1)多武峰地域デマンド型乗合タクシーの運行について 

 

第3回 令和6年1月25日(木) 

【個別協議】 コミュニティバスの運賃改定について 

【全体協議】  

(1)コミュニティバスの運賃改定について(報告) 

(2)令和5年度地域公共交通確保維持改善事業の事業評価(自己評価)について 

(3)多武峰線の運行ルート等の変更について 

 

資料２ 



桜井市地域公共交通計画 目標ごとの成果指標 

目標 指標 単位 
R3 

策定時 
R5 

R9 

目標値 

1.日常生活の

移動がしやす

い公共交通 

コミュニティバス利用者数(１

年あたりの総数) 
千人 98 109 100 

デマンド型乗合タクシー利用

者数(１年あたりの総数) 
人 1,773 2,037 1,843 

路線バス利用者数(１年あたり

の総数) 
千人 74 84 76 

JR鉄道駅乗車人員(１年あたり

の総数) 
千人 896 1,034 896 

近鉄鉄道駅乗車人員(１年あた

りの総数) 
千人 3,254 3,475 3,254 

コミュニティバスへの公的資

金投入額(利用者1人あたり) 
円/人 731 616 731 

コミュニティバスの収支率 
％ 22.0 26.0 22.0 

デマンド型乗合タクシーへの

公的資金投入額(利用者1人あ

たり) 

円/人 2,157 2,199 2,157 

デマンド型乗合タクシーの収

支率 
％ 17.9 17.1 17.9 

2.誰もが快適

に利用できる

公共交通 

高齢者の運転免許証自主返納

者数(１年あたりの総数) 
人 108 95 108 

神社仏閣最寄りバス停の乗降

者数(１日あたりの平均) 
人 40.9 54.7 42 

3.まちの賑わ

いを創出する

公共交通 

 

主要施設最寄りバ

ス停の乗降者数

(１日あたりの平

均) 

商業施設 
人 27.9 26.3 29 

病院 
人 8.0 8.6 8.0 

市街地で公共交通の情報提供

を実施している施設数 
施設 5 5 5 

4.市民が親し

みを感じる公

共交通 

バスの乗り方教室等モビリテ

ィ・マネジメントの実施回数 
回/年 0 2 1 

市民１人が１年間にコミュニ

ティバスを利用する回数 
回/年 1.7 2.0 2.0 
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令和  年  月  日 

 

          （名称）桜井市地域公共交通活性化再生協議会 

 

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

 

桜井市においては、基幹路線（鉄道・路線バス）との結節点である桜井駅を中

心として、市域内に広範にコミュニティバス４路線（初瀬・朝倉台線、南循環線、

西北部循環線、多武峯線）、乗合タクシーによる公共交通機関網が広がっている。 

これらの公共交通については、コミュニティバス等が支線の役割を果たすこと

で、基幹路線を通じた当市民の通院・通学等の日常生活に寄与しており、車を運

転できない高齢者や学生等を中心に、生活に必要不可欠な交通として機能してい

る。 

また、コミュニティバス等については、山間部と中心市街地をつなぐものとし

て、公共交通空白地域における生活交通のための手段として利用されている。 

 しかしながら、人口減少と自家用車の普及により当市の公共交通機関の利用者

は減少を続け、収支悪化による行政負担の増加をはじめ、運行に様々な問題が発

生している。 

 このため、地域公共交通確保維持事業により、コミュニティバス４路線及びデ

マンド型乗合タクシーを確保・維持することで、住民の生活交通手段を存続させ

ていくことが必要である。 

 

２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果 

（１）事業の目標 

 

コミュニティバスの利用者数（1年間の総数）          100千人 

コミュニティバスの公的資金投入額（利用者 1人あたり）          731円/人 

コミュニティバスの収支率                                      22.0％ 

デマンド型乗合タクシー（上之郷地域）利用者数（1年間の総数）  1,760人   

デマンド型乗合タクシー（上之郷地域）の公的資金投入額（利用者 1人あたり） 

2,150円/人 

デマンド型乗合タクシー（上之郷地域）の収支率                  18.2％      

市街地で公共交通の情報提供を実施している施設数+        5施設 

バスの乗り方教室等モビリティ・マネジメントの実施回数     1回/年 

 （桜井市地域公共交通計画 P.40 参照） 

 

（２）事業の効果 

 

コミュニティバス、デマンド型乗合タクシーの運行を維持確保することにより、沿

線地域の交通弱者（高齢者等）の日常生活に必要不可欠な移動手段が確保される。  

また、地域住民の利用について継続的に検証し、地域のニーズ等を加味しながら、運

行事業計画の見直しについて協議会で検討協議を重ねることで、地域に合った交通シ

ステムが構築される。さらには、外出促進・地域活性化にもつながる。 

 

資料３ 
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３．２．の目標を達成するために行う事業及びその実施主体 

 

・市広報紙、ホームページを活用したコミュニティバス等に関する情報発信（桜井市） 

・デマンド型乗合タクシーの利用案内の対象地域での配布（桜井市） 

・コミュニティバス等の沿線施設での時刻表の配布（桜井市） 

・各種イベント時での公共交通の情報提供（交通事業者、桜井市） 

・バスの乗り方教室等の開催（交通事業者、桜井市） 

 

４．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び 

運送予定者 

 

表１を添付。 

 

５．地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額 

   

地域公共交通確保維持事業によって運行の維持を図るコミュニティバス路線及び

デマンド型乗合タクシーについて、その運行に係る費用総額約 1 億円のうち、桜井

市から運行事業者への補助金額については、運行収入及び国庫補助金を運行経費か

ら差し引いた差額分を負担することとしている。 

 

６．２．の目標・効果の評価手法及び測定方法 

 

・コミュニティバスやデマンド型乗合タクシーの利用者数や収支について、数値指標

によるモニタリング、評価を実施 

 

７．別表１の補助対象事業の基準ホただし書に基づき、協議会が平日１日当たりの運

行回数が３回以上で足りると認めた系統の概要【地域間幹線系統のみ】 

※該当なし 

８．別表１の補助対象事業の基準ニに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村に

準ずる生活基盤が整備されている」と認めた市町村の一覧【地域間幹線系統のみ】 

※該当なし 

９．生産性向上の取組に係る取組内容、実施主体、定量的な効果目標、実施時期及び

その他特記事項【地域間幹線系統のみ】 

※該当なし 

10．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要【地域内フィーダー系統のみ】 

表５を添付。 

 

11．車両の取得に係る目的・必要性 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよう

とする場合のみ】 

※該当なし 

12．車両の取得に係る定量的な目標・効果 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよう

とする場合のみ】 

（１）事業の目標 

※該当なし 
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（２）事業の効果 

※該当なし 

13．車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者又は地方公共団体、要する費

用の総額、負担者とその負担額【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車

両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

※該当なし 

14．老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業における収

支の改善に係る計画（車両の代替による費用削減等の内容、代替車両を活用した

利用促進策） 

【公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

※該当なし 

15．貨客混載の導入に係る目的・必要性 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

※該当なし 

16．貨客混載の導入に係る定量的な目標・効果 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

※該当なし 

（２）事業の効果 

※該当なし 

17．貨客混載の導入に係る計画の概要、要する費用の総額、内訳、負担者及び負担額

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

※該当なし 

18．協議会の開催状況と主な議論 

・令和５年８月 10日 多武峰地域へのデマンド型乗合タクシーの導入について合意 

・令和６年 1月 25日 コミュニティバス運賃改定について合意（関係者のみで開催） 

           地域公共交通確保維持改善事業の事業評価（自己評価）につい

て協議 

【令和６年度】 

・令和６年４月 24日 地域公共交通の確保維持に向けた調査検討事業および、それに

係る予算案について合意 

・令和６年６月 20日 地域公共交通計画認定申請について協議・合意 

 

19．利用者等の意見の反映状況 

 

市のホームページにて本計画に関する意見を募集した。住民や利用者を対象にした

アンケート調査等の結果、公共交通の利用者として高齢者が占める割合が大きく、高

齢者の移動支援等に関する意見が強かったため、高齢者等の利用を推進する取組を計

画に取り入れた。 

また、計画を策定する協議会において、利用者代表として「桜井市自治連合会長」、

「桜井市社会福祉協議会長」、「桜井市老人クラブ連合会長」より各々１名参加いただ

き、その意見を事業に反映している。 

 

 



補助要綱規定事項一覧表

自治体名：　桜井市

計画名称：　桜井市地域公共交通計画

地域公共交通計画での記載箇所（頁）

（第１号関係）
地域公共交通確保維持事業により運行を
確保・維持する運行系統の地域の公共交
通における位置付け・役割

P.38　表 7.3.1 交通モードの位置付け

（第２号関係）
上記を踏まえた地域公共交通確保維持事
業の必要性

P.38　表 7.3.2 事業の必要性

（第３号関係）
地域公共交通確保維持事業により運行を
確保・維持する運行系統に係る事業及び
実施主体の概要

P.39　表 7.3.3 補助系統に係る事業及び実施主体

（第４号関係）
地域公共交通計画の区域内全体における
地域旅客運送サービスの利用者の数、収
支、費用に係る国又は地方公共団体の支
出の額その他の定量的な目標・効果及び
その評価手法

P.40　表 8.1.1 目標毎の成果指標
　　表 8.1.2 指標区分の説明

補助要綱第17条第1
項に規定する事項

資料4
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表 7.3.1 交通モードの位置付け 
位置付け 種別 役割 確保・維持策 

広域幹線 鉄道 
・JR桜井線 

・近鉄大阪線 

都市拠点から市外への
広域交通を担う 

交通事業者と協議の上、一
定以上の運行水準を確保 

地域内幹線 奈良交通バス 
・天理桜井線 

・桜井飛鳥線 

・桜井菟田野線 

近鉄・JR 桜井駅を発着
地として、市内並びに
近接市村の各拠点を連
絡する 

地域公共交通確保維持事
業（幹線補助）の活用及び
市の支援による持続可能
な運行 

支線 

コミュニティ
バス 

・多武峯線 

・南循環線 

・西北部循環線 

・初瀬・朝倉台線 

市内各地域を運行し、
軸となる幹線や地域拠
点に接続する 

地域公共交通確保維持事
業（フィーダー補助）の活
用及び市の支援による持
続可能な運行 デマンド型 

乗合タクシー 

・上之郷地域 

デマンド型 
乗合タクシー 

・高家地区 

・穴師・江包地区 
市の支援による持続可能
な運行 

 
タクシー 

交通事業者と協議の上、運
行を確保 

福祉タクシー 

 スクールバス 
市の支援による持続可能
な運行 

 

表 7.3.2 事業の必要性 

・鉄道は、桜井市内外の拠点間を連絡し、通勤通学、買物、通院等の日常生活行動だけではなく、
観光、ビジネス等、多様な目的での移動を担う。また近鉄・JR 桜井駅では、奈良交通バスのほ
か、他モードや地域内交通と連絡し、地域公共交通ネットワークを構築する上で特に重要な役割
を担っている。このため、交通事業者と協議の上、一定以上の運行水準を確保する必要がある。 

・奈良交通バスは、桜井市内外の拠点間を連絡し、通勤通学、買物、通院等の日常生活行動だけで
はなく、観光、ビジネス等、多様な目的での移動を担う。起終点の近鉄・JR 桜井駅では、他モ
ードや地域内交通と連絡し、地域公共交通ネットワークを構築する上で特に重要な役割を担って
いる。一方で、自治体や事業者の運営努力だけでは路線の維持が難しく、地域公共交通確保維持
事業により運行を確保・維持する必要がある。【補助事業】 

・コミュニティバスは、近鉄・JR桜井駅から周辺部の居住地や、病院や大型商業施設等の生活必
需施設を連絡する路線であり、地域の移動手段としての役割を担っている。一方で、自治体や事
業者の運営努力だけでは路線の維持が難しく、地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維
持する必要がある。【補助事業】 

・デマンド型乗合タクシー：上之郷地域は、近鉄・JR桜井駅から周辺部の居住地や、病院や大型
商業施設等の生活必需施設を連絡する路線であり、地域の移動手段としての役割を担っている。
一方で、自治体や事業者の運営努力だけでは路線の維持が難しく、地域公共交通確保維持事業に
より運行を確保・維持する必要がある。【補助事業】 

・デマンド型乗合タクシー：高家地区及び穴師・江包地区は、近鉄・JR桜井駅から周辺部の居住
地や、病院や大型商業施設等の生活必需施設を連絡する路線であり、地域の移動手段としての役
割を担っている。このため、市の支援による持続可能な運行を行う必要がある。 

・タクシーは、買物、通院等の日常生活行動の移動のほか、観光、ビジネス等、多様な目的での移
動も担う。このため、交通事業者と協議の上、公共交通として運行を確保する必要がある。 

・福祉タクシーは、障害者等の通院や買物等といった日常生活行動の移動を担う。このため、交通
事業者と協議の上、運行を確保する必要がある。 

・スクールバスは、市東部の山間部における小中学生の通学、また混乗利用による地域住民の日常
生活行動といった地域の移動手段としての役割を担う。このため、市の支援による持続可能な運
行を行う必要がある。 
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表 7.3.3 補助系統に係る事業及び実施主体 

種別 路線名 起点 終点 運行態様 実施主体 
補助事業の 

活用 

奈良交通バス 天理桜井線 桜井駅 

北口 

憩の家 

外来棟 

路線定期運行 交通事業者 幹線補助 

桜井菟田野線 桜井駅 

南口 

大宇陀 路線定期運行 交通事業者 なし 

桜井飛鳥線 桜井駅 

南口 

明日香奥山・ 

飛鳥資料館西 

路線定期運行 交通事業者 なし 

コミュニティ 

バス 

SA多武峯線 桜井駅 

南口 

談山神社 路線定期運行 桜井市 
(運行は交通事業者に委託) 

フィーダー 

補助 

SB南循環線 桜井駅 

北口 

桜井駅 

北口 

路線定期運行 桜井市 
(運行は交通事業者に委託) 

フィーダー 

補助 

SC西北部循環線 桜井駅 

北口 

桜井駅 

北口 

路線定期運行 桜井市 
(運行は交通事業者に委託) 

フィーダー 

補助 

SD初瀬・朝倉台線 桜井駅 

北口 

吉隠柳口 路線定期運行 桜井市 
(運行は交通事業者に委託) 

フィーダー 

補助 

デマンド型 

乗合タクシー 

上之郷地域 上之郷 

地域 

済生会 

中和病院 

区域運行 桜井市 
(運行は交通事業者に委託) 

フィーダー 

補助 

高家地区 高家地区 桜井駅 

南口 

区域運行 桜井市 
(運行は交通事業者に委託) 

なし 

穴師・江包地区 穴師・ 

江包地区 

済生会 

中和病院 

区域運行 桜井市 
(運行は交通事業者に委託) 

なし 

 

8. 目標及び成果指標 

基本的な方針を実現するために、公共交通がどのようなものであるべきか設定
した目標は以下のとおりとします。 
 

＜基本理念＞ 

 

 

＜基本方針＞ 

 

 

 

 

＜目 標＞ 

 

 

 

図 8.1.1 設定した目標 

 

 

基本的な方針 

(1)地域特性に見合った 
地域公共交通 
ネットワークの構築 

(2)みんなに優しい 
  公共交通サービスの 

提供 

(4)地域の移動手段を 
守るための 
公共交通の利用促進 

(3)まちづくりと連携した 
  公共交通環境の形成 

１．日常生活の 
移動がしやすい 
公共交通 

２．誰もが快適に 
利用できる 
公共交通 

４．市民が 
親しみを感じる 
公共交通 

３．まちの賑わいを 
創出する 

  公共交通 

ニーズと 

課題 



 

40 

また、目標毎の成果指標は以下のとおりとします。 
 

表 8.1.1 目標毎の成果指標 

 

 

＜指標区分の説明＞ 

表 8.1.2 指標区分の説明 
区分 説明 

標準 地域公共交通計画の趣旨から見て設定する必要性が高いものであり、「住民の公共交通の利用者数」、「公共交通

の収支率」、「公共交通への公的資金投入額」の３指標が該当。これらは原則全ての計画において設定。 

推奨 「公共交通の利用頻度」や「平均輸送密度」など、交通施策との関連性が高い指標については、交通事業者や行政

などの公共交通の運営側の目線から、事業の必要性や有効性を計測しやすい指標。 

選択 地域の目指す姿や事業実施の目的によって設定を検討するものであり、地域の実態に合わせて適切なものを設定。 

資料：地域公共交通計画等の作成と運用の手引き 

  

現況値 目標値

2021年度

(R3)

2027年度

(R9)

市保有の乗降データに

より毎年計測
標準 98千人 100千人

デマンド型乗合タクシー利用者数（１年あたりの総数）※
市保有の乗降データに

より毎年計測
標準 1,773人 1,843人

路線バス利用者数（１年あたりの総数）※
バス事業者保有の乗降

データにより毎年計測
標準 74千人 76千人

鉄道事業者保有の乗車人員デー

タにより毎年計測
標準 896千人 896千人

鉄道事業者保有の乗車人員デー

タにより毎年計測
標準 3,254千人 3,254千人

市保有のデータにより

毎年計測
標準 731円/人 731円/人

コミュニティバスの収支率
普通会計決算より毎年

整理
標準 22.0% 22.0%

市保有のデータにより

毎年計測
標準 2,157円/人 2,157円/人

デマンド型乗合タクシーの収支率
普通会計決算より毎年

整理
標準 17.9% 17.9%

高齢者の運転免許証自主返納者数（１年あたりの総数）
警察署保有の返納者数

データにより毎年計測
選択 108人 108人

市保有の乗降データに

より毎年計測
選択 40.9人 42人

主要施設最寄りバス停の乗降者数 商業施設
市保有の乗降データに

より毎年計測
選択 27.9人 29人

（１日あたりの平均） 病院
市保有の乗降データに

より毎年計測
選択 8.0人 8人

現況調査により毎年計

測
推奨 5施設 5施設

市保有の開催回数デー

タにより毎年計測
推奨 0回/年 1回/年

市保有のデータにより

毎年計測
推奨 1.7回/年 2.0回/年

※第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略で重要業績評価指標（KPI）に設定　〔コロナ禍前の2019(R1)に設定〕

目標 指標 区分

コミュニティバス利用者数（１年あたりの総数）※

1.日常生活の

　移動がしやすい

　公共交通

JR鉄道駅乗車人員（１年あたりの総数）

コミュニティバスへの公的資金投入額（利用者1人あたり）

近鉄鉄道駅乗車人員（１年あたりの総数）

デマンド型乗合タクシーへの公的資金投入額（利用者1人あたり）

データの

取得方法

市民１人が１年間にコミュニティバスを利用する回数

バスの乗り方教室等モビリティ・マネジメントの実施回数

市街地で公共交通の情報提供を実施している施設数

2.誰もが快適に

　利用できる

　公共交通

3.まちの賑わいを

　創出する公共交通

神社仏閣最寄りバス停の乗降者数（１日あたりの平均）

4.市民が

　親しみを感じる

　公共交通



表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者（地域内フィーダー系統） R7年度

起点 経由地 終点 運行態様の別
基準ハで該
当する要件
（別表７・９）

補助対象地域間幹
線系統等と接続の
確保

基準ホで該
当する要件
（別表７のみ）

（注）

１．乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名等」に運賃低廉化を行う運行サービスの名称を記載すること。

２．区域運行又は乗用タクシーによる運行の場合は、運行系統の「経由地」に営業区域又は運賃低廉化対象地域を記載することとし、「起点」、「終点」及び「系統キロ程」について記載を要しない。

３．「系統キロ程」については、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること。

４．「利便増進特例措置」及び「運送継続特例措置」については、利便増進計画又は運送継続計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用（別表９又は別表１０）を受けて補助対象となる場合のみ「○」を記載すること。

５．「運行態様の別」については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タクシーによる運行の別を記載すること。

６．「補助対象地域間幹線系統等と接続の確保」については、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保するかについて記載すること。

７．乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名」「利便増進特例措置」について記載を要しない。

８．本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシーによる運行の場合は、営業区域を示した地図を添付すること。

路線定期運行 ① ③

R８年度～計画期間最終年度については、R７年度事業から運行内容に変更がないため省略

①

区域運行 ①

③

路線定期運行 ①

路線定期運行

365日 867.5回

桜井駅北口

(7) 西北部循環 桜井駅北口 山の辺病院 桜井駅北口 362日

293日 293回

2172.0回

吉隠柳口 365日 1277.5回
復　12.0　ｋｍ

1326.0回

市区町村名 運送予定者名
運行系統名等
（申請番号）

系統
キロ程

(1) 多武峯 桜井駅南口 多武峯 談山神社

桜井市

日の丸交通（株） (8) 乗合タクシー 上之郷地域

(6) 南循環

地域内フィーダー系統の基準適合
（別表７・別表９・別表１０）

往　8.1　ｋｍ

復　8.1　ｋｍ

往　12.2　ｋｍ

計画
運行
日数

計画
運行
回数

利
便
増
進
特
例
措
置

365日 3462.5回 路線定期運行 ①

とれとれ・オークワ前 吉隠柳口
往　9.0　ｋｍ

運
送
継
続
特
例
措
置

大和朝倉駅

往　16.2　ｋｍ

復　循環

運行系統

桜井駅北口 安倍文殊院 桜井駅北口 362日
往　10.6　ｋｍ

復　循環

(2) 初瀬・朝倉台A

(5) 初瀬・朝倉台D 桜井駅北口 とれとれ・オークワ前 与喜浦
往　6.8　ｋｍ

奈良交通㈱

復　8.8　ｋｍ

(4) 初瀬・朝倉台C 桜井駅北口 大和朝倉駅 与喜浦
往　10.0　ｋｍ

復　10.0　ｋｍ

(3) 初瀬・朝倉台B 桜井駅北口

365日 547.5回 路線定期運行 ① ③
復　6.8　ｋｍ

桜井駅で補助
対象地域間幹
線系統「天理
桜井線」と接続

（近接）

路線定期運行 ① ③

365日 365.0回 路線定期運行 ① ③

③

③

③



表５　地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

（単位：人）

　交通不便地域等の内訳

（１）記載要領

１．

２．

３．

４．

５．

６．

（２）添付書類
１． 「人口集中地区以外の地区」及び「交通不便地域等」の区分が分かる地図を添付すること。

（ただし、全域が交通不便地域等となる場合には省略可）

市区町村名 桜井市

人　口

人口集中地区以外 30,000

交通不便地域等

人　口 対象地区 根拠法

　地域公共交通計画、地域公共交通利便増進実施計画、地域旅客運送サービス継続実施計画の策定
年月日及び特例適用開始年度

計画名 策定年月日 特例適用開始年度

奈良県地域公共交通計画 令和5年3月

「交通不便地域等」の欄は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱（以
下、「交付要綱」という。）の別表７（ハ②（１））に記載のある過疎地域の人口、交付要
綱別表７（ハ②（２）（実施要領の２．（１）⑪））に基づき地方運輸局長等が指定する交
通不便地域の人口及び交付要綱別表７リに基づき地方運輸局長等が認める地域の
合計（重複する場合を除く）を記載すること。

「対象地区」の欄には、当該市町村の一部が交付要綱別表７（ハ②（１））に掲げる法
律（根拠法）に基づき地域指定されている場合に、根拠法ごとに当該区域の旧市町村
名等を記載すること。また、地方運輸局長等が指定する交通不便地域等が存在する
場合には、該当する区域名を記載すること。

「根拠法」の欄は、交通不便地域を地方運輸局長等が指定した場合は、「局長指定」
と記載すること。また、乗用タクシー以外での輸送が著しく困難であるものとして地方
運輸局長等が認めた場合は、「局長指定（乗用）」と記載すること。

「特例適用開始年度」の欄は、地域公共交通利便増進実施計画又は地域旅客運送
サービス継続実施計画を策定し、特例を適用する場合に記載すること。

桜井市地域公共交通計画 令和5年3月

人口は最新の国勢調査結果を基に記載すること。ただし、地方運輸局長等が指定す
る交通不便地域の場合は、申請する年度の前年度の３月末現在の住民基本台帳を
基に記載すること。

「人口集中地区以外」の欄は、国勢調査結果により設定された人口集中地区に該当
しない地区の人口を記載すること。



内が人口集中地区□





桜井市デマンド型乗合タクシー ご利用案内 

 あらかじめ、決められた曜日、時刻に予約があった時に運行し、み

なさんで乗り合って利用いただく予約型の乗合タクシーです。 

 利用には登録が必要です。詳細は下記問い合わせ先まで。 

 

運 賃     

 

 

運行内容 

月曜日～金曜日（祝日と振替休日、12/29～1/3は運休） 

行き ９：００ 発、１０：００ 発 

帰り １２：００ 発、１４：００ 発、１６：０0発 

 

 

 

 

 

 

予約方法 

 行きは前日夜９時まで、帰りは出発の３０分前までに。 

 日の丸交通株式会社（℡０７４４－４２－３２５５）に登録 NO と利

用する日時、乗降場所を伝えて電話予約 

問合せ先・・・桜井市役所行政経営課（℡０７４４－４２－9111内線 1262） 

桜
井
駅
北
口 

 

ス
ー
パ
ー
セ
ン
タ
ー 

オ
ー
ク
ワ 

 

ト
ラ
イ
ア
ル 

 

桜
井
市
役
所 

イ
オ
ン
桜
井 

済
生
会
中
和
病
院 

利
用
者
宅 

 
行
き 

 
  

 

帰
り 

一乗車の運賃

大人 ４００円

１歳以上小学生以下・

身体障害者手帳をお持ちの方

乳児（１歳未満） 無料

２００円

資料６ 



地域公共交通維持・確保に向けた調査検討事業について 

〈背景〉 

本市の公共交通についても全国と同様に利用者の減少や運行経費の増加など厳しい状況

にある。とりわけ、天理桜井線は、地域公共交通確保維持改善事業において唯一幹線に位置

付けられる路線であるが、国・県補助対象系統等の診断において、平成 26 年度から収支率

の指標を満たしておらず、補助の見直しが行われる可能性が生じているところである。 

こうしたことを考え、地域公共交通ネットワークを維持・確保するために、市域の北部地

域から市の中心市街地への移動に関し、特に影響の大きい天理桜井線の運行状況の把握など

を図ったうえで、市域全体の公共交通ネットワークのこれからの維持・確保について検討・

改善していくことが求められている。 

〈事業目的〉 

本市の地域公共交通ネットワークを今後も維持・確保していくために、令和 7年度以降の

地域公共交通を維持するためのネットワークの見直し・改善に向け、国補助において幹線と

位置付けられる天理桜井線の利用状況、沿線地域住民の交通に対するニーズを把握すること

で、今後の本市における地域公共交通の維持を目的としたネットワークのあり方・改善の方

向性について検討することとする。 

〈事業内容〉 

① 市内唯一の幹線である天理桜井線沿線住民の交通状況・需要等の把握 

② 天理桜井線の利用者の属性・乗降場所・ニーズなどに関する調査（OD調査） 

③ 地域公共交通ネットワークのあり方・改善の方向性の検討 

〈事業スケジュール等〉 

 5月 6月 7月 8月 9月 10月 

①  
      

②  
      

③  
      

協議会 

開 催  ●    ● 
 ⇒ 本事業等を踏まえ、令和７年度以降に実証実験などを行い、地域に合わせた公共交通ネッ

トワークの維持・確保に取り組む。

過去の調査等も活用した天理桜井線の交通状況・需要等の整理・
分析 

OD調査の準備・実施 OD調査とりまとめ・分析 

本市の地域公共交通ネットワークの
あり方・改善の方向性を検討 

資料７ 



OD調査について 

調査日     ７月１日（月）、６日（土） ※予備日：７月８日（月）、１３日（土） 

調査方法   調査員２名が乗り込み、バスの乗車扉・降車扉付近に待機。 

         乗車扉側の調査員が調査票を配布、乗車中に回答 

         降車扉側の調査員が調査票を回収。 

調査票 




